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立科町ブランド・ロゴ
及びキャラクター図案募集
キャラクターから「ゆるキャラ」制作も

立科町の良さを多くの方に伝え、知ってもらい、立科町
の知名度アップをめざした取り組みの一貫として、立科
町ブランドのロゴ及びキャラクターを作成して、町内外に
積極的にPRしていく計画をしております。このロゴ及び
キャラクターの図案を下記のとおり募集します。たくさん
のご応募をお待ちしております。

立科町ブランド　ロゴ及びキャラクターの図案

【ロゴの部】
立科町の資源（農畜産物、観光地、自然、文化、歴史な
ど）を町内外にPRするための、町をイメージするデザイ
ンとします。
・ロゴの中に「信州」と「立科町」を入れたデザインとする
こと。なお、字体は自由とします。（漢字、ひらがな、カ
タカナ、アルファベットなど）

【キャラクターの部】
立科町をイメージできるキャラクターのデザイン。
・愛称及びコンセプト。

（必要により、年齢、性別、性格など）
・キャラクターデザインは、着ぐるみが作成できるもの。

募集内容

応募全作品の中から、採用作品を決定します。
【ロゴの部】
最優秀賞（採用作品）

賞金 5 万円
副賞 立科町産コシヒカリ 10kg

立科町産りんごサンフジ 5kg
信州蓼科牛ステーキ肉 1kg

佳　作………（4 作品）
賞金 5 千円　
副賞 立科町産りんごサンフジ 5kg

【キャラクターの部】
最優秀賞（採用作品）

賞金 5 万円
副賞 立科町産コシヒカリ 10kg

立科町産りんごサンフジ 5kg
信州蓼科牛ステーキ肉 1kg

佳　作………（4 作品）
賞金 5 千円　
副賞 立科町産りんごサンフジ 5kg

賞

だれでも応募できます。募集資格

10月5日（水）〜11月30日（水）

募集期間

次のいずれかの方法により、ご応募ください。
なお、デザイン、彩色及び技法は自由とします。
応募にはデザイン画の他に、デザインのコンセプトや

愛称などと、応募者の住所、氏名、連絡先（電話番号、メ
ールアドレスなど）を記入した用紙を添付してくださ
い。（様式自由）

１、郵送による応募
白紙（A4サイズまで）にロゴ又はキャラクターを描
き応募してください（1作品につき1枚）

２、電子メールによる応募
以下の事項を明記して送信してください
（メール1件に1作品）
件名「立科町ブランドロゴ・キャラクター応募」

・添付・応募作品はJPEG型式またはPDF型式
にして送信してください
5MBを超えるメールは受け取れませんので、超える
場合は、CD-ROM等の電子媒体にして郵送してく
ださい

３、インターネットコンペサイトからの投稿
４、持参提出

応募方法

審査は、立科町ブランド　ロゴ及びキャラクター選考
委員会により審査します。受賞者には、選考結果を直接
連絡します。ただし、インターネットコンペサイトからの応
募者には、仲介業者より通知します。

審査

12月中旬に受賞者に通知するほか、広報及び町ホー
ムページへ掲載し公表します。

公表には、受賞者の氏名、市町村名を公表します。

応募上の注意
・ 応募は、一人何点でもできます
・ 応募者オリジナルかつ未発表のものに限ります
・ 応募に要する経費は、応募者負担とします
・ 応募作品は返却しません
・ 採用作品は、必要に応じて修正することがあります
・ 公序良俗その他法令の定めに反するもの、誹謗中傷を含む

もの、著作権その他第三者の権利を侵害しているものは審査
の対象外となります。採用決定後であっても、これらの規定に
反していたことが判明した場合、採用及び入賞は無効にな
ります

・ 応募に伴う個人情報は、本応募に関する目的以外に使用
致しません

著作権等の取扱い
・ 採用作品の著作権、二次使用権、商品化権、放送権その他一

切の権利は立科町に帰属するものとします
・ 採用作品の応募者は、立科町並びに立科町が使用を認めた

者が当該作品を使用するにあたって、著作者人格権（公表
権、氏名表示権、同一性保持権）を行使しないものとします

・ 採用作品の応募者と、立科町とは上記の考えに基づき著作権
譲渡に関する契約を締結するものとします

発表

立科町役場　町づくり推進課
E メール　machizukuri@town.tateshina.nagano.jp
電　話 0267（56）2311、ＦＡＸ 0267（56）2310

お問い合わせ先・応募先

※インターネットコンペサイトからの応募者には、仲介業者
の規定の賞金が支払われ、町からの賞金等は支払われません
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（単位：万円）

　

　

歳 入
�49億3,912万円

 

 

町税　
8億5,144（17.2％）

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

繰越金　
�3億5,205万円（7.1％）
財産収入　
�1億5,083万円（3.1％）
使用料及び手数料　
�1億3,428万円（2.7％）地方交付税　

18億9,145万円（38.3％）

国庫支出金　
6億6,191万円（13.4％）

町債　
2億8,690万円（5.8%）

県支出金　
2億624万円（4.2％）

その他　
1億9,353万円（3.9％）

分担金及び負担金　
�4,785万円（1.0％）

諸収入　
�1億2,920万円（2.6％）

繰入金　
�1,059万円（0.2％）

寄附金　
�2,285万円（0.5％）

自主財源　
16億9,909万円（34.4％）

依存財源　
32億4,003万円（65.6％）

　

　

　

平成22年度から立科町が川西保健衛
生施設組合の管理町となったため、川
西保健衛生施設組合の地方交付税分
9,337万円が含まれています。

歳入決算額　４９億 3,912 万円
歳出決算額　４３億 9,401 万円

歳 入

歳
入
総
額
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億
３
９
１
２
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で
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よ
り
５
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０
５
９
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り

ま
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た
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財
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収
入
、
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等
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独
自
で
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と
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付
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９
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よ
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４
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財政状況の公表

一
般
会
計
の
決
算
概
要

平
成
22
年
度

平成 22 年度一般会計決算

町税の内訳
町民税（個人） 2億6,077
町民税（法人） 5,883 
固定資産税 4億7,277
軽自動車税 2,355
町たばこ税 3,524 
入湯税 28 

計 8億5,144

区分 平成22年度
決算額

対前年度
増減額

町税 8億5,144 △ 4,812
繰越金 3億5,205 7,282
財産収入 1億5,083 △ 367
使用料及び手数料 1億3,428 △ 347
諸収入 1億2,920 7,240
分担金及び負担金 4,785 △ 942
寄附金 2,285 △ 526
繰入金 1,059 △ 1,421
地方交付税 18億9,145 2億　603
国庫支出金 6億6,191 2億8,302
町債 2億8,690 △ 2,170
県支出金 2億　624 1,500
その他 1億9,353 △ 283

計 49億3,912 5億4,059

町税………… 個人町民税などの減
諸収入……… 貸付金（中小企業振興資金貸付預託金等）返還による増
寄附金……… ふるさと寄附金の減
繰入金……… 特別会計繰入金の減
地方交付税… 普通交付税（川西保健衛生施設組合分）・特別交付税の増
国庫支出金… 国の経済対策交付金・地域情報通信基盤整備推進交付金

などの増
町債………… 町営住宅建設事業に伴う地域活性化事業債の減

（町債のうち、2億 7,100万円は臨時財政対策債借入分）
県支出金…… 障害者支援事業負担金などの増

主な増減理由

（単位：万円）

※平成22年度入湯税は全額繰越
し、平成23年度事業に充てます。
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■町税…町民の皆様が納める税金です。町民税、固定資産税、
軽自動車税、町たばこ税、入湯税があります。

■地方交付税…国から交付されるお金です。町の財政力に応
じて交付されます。

■町債…町が大きな事業を行うとき等に国や金融機関等から
長期的に借り入れるお金です。

■臨時財政対策債…実質的には地方交付税の代替財源として、
特定の事業に係る経費以外にも使うこと
ができる町債です。

■国庫支出金・県支出金…国または県から使い道を特定して
交付されるお金です。

■人件費…理事者、町議会議員、職員の給料等と委員等報酬と
して支出されるお金です。

■扶助費…福祉医療費、障害者施設入所支援費等として支出さ
れるお金です。

■公債費…町の借金を返すためのお金です。
■繰出金…一般会計、特別会計、基金の間で支出されるお金で

す。
■物件費…消費的なお金です。町の事務を行うのに必要なお金

や公共施設の光熱水費等のお金です。
■補助費等…各種団体等に支出される負担金、補助金、交付金

等のお金です。

用
語
説
明

総務費…中尾・美上下、蓼科地区への高速通信網整備（平成21年度繰越事業）、財政調整基金及び保育所整備基金積立てによる増
民生費…障害者支援事業の増
衛生費…川西保健衛生施設組合負担金の増
商工費…中小企業振興資金貸付預託金、商工業振興対策事業（プレミアム付商品券）、スマイル交通バス購入費等の皆減
土木費…町営住宅建設事業等の減
消防費…消防本部ポンプ自動車更新、防犯灯付替（LED）事業による増
教育費…大城教員住宅債務負担の繰上償還費、学校情報通信技術環境整備事業の皆減
公債費…通常償還の減（自然減）及び平成21年度に実施した繰上償還分の皆減

主
な
増
減
理
由

区分 平成22年度
決算額

対前年度
増減額

議会費 5,928 △1
総務費 13億4,787 6億5,366
民生費 8億　391 7,720
衛生費 2億9,847 1億1,736
農林水産業費 1億8,036 △919
商工費 1億8,899 △2,541
土木費 6億4,911 △1億9,549
消防費 1億7,194 3,577
教育費 2億9,297 △1億4,534
災害復旧費 1,990 1,144
公債費 3億8,121 △1億7,246

計 43億9,401 3億4,753

（単位：万円）

扶助費…子ども手当による増
普通建設事業費…中尾・美上下、蓼科地区への高速通信網整備（平成21年度繰越事業）による増
繰出金…特別会計への繰出金の減
補助費等…川西保健衛生施設組合等への負担金の増
積立金…財政調整基金、保育所整備基金への積立てによる増
出資金…中小企業振興資金貸付預託金などの減

主
な
増
減
理
由

区分 平成22年度
決算額

対前年度
増減額

人件費 7億6,064 △1,105
公債費 3億8,121 △1億7,246
扶助費 2億7,173 8,201
普通建設事業費 7億　740 1億3,618
災害復旧費 1,990 1,144
繰出金 7億　924 △6,030
補助費等 6億　766 1億　320
物件費 5億4,583 1,124
積立金 3億3,218 2億5,820
維持補修費 5,060 309
出資金等 762 △1,402

計 43億9,401 3億4,753

（単位：万円）
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歳 出
43億9,401万円
（目的別）

　

　

議会費　
5,928万円（1.3％）

総務費　
13億4,787万円
（30.7％）

民生費　
8億391万円
（18.3％）

衛生費　
2億9,847万円（6.8％）

農林水産業費　
1億8,036万円（4.1％）

商工費　
1億8,899万円
（4.3％）

土木費　
6億4,911万円
（14.8％）

消防費　
1億7,194万円
（3.9％）

教育費　
2億9,297万円
（6.7％）

災害復旧費　
1,990万円（0.4％）

公債費　
3億8,121万円（8.7％）

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　
�

　
�

　
�　

　

　

　
　

　
�

　
�

　
�

　
�
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歳 出
43億9,401万円
（性質別）

 

　

人件費　
7億6,064万円（17.3％）

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

公債費　
3億8,121万円
（8.7％）
扶助費　
2億7,173万円
（6.2％）
普通建設事業費　
7億740万円
（16.1％）

繰出金　
7億924万円
（16.1％）

物件費　
5億4,583万円
（12.4％）
補助費等　
6億766万円
（13.8％）

積立金　
3億3,218万円（7.6％）

維持補修費　
5,060万円（1.2％）

出資金等　
762万円（0.2％）

災害復旧費　
1,990万円（0.4％）

　
�

　
�

　
�　

　

　

　
　

　
�

　
�

　
�

　
�

　

　

その他の経費　
22億5,313万円
（51.3％）

義務的経費　
14億1,358万円
（32.2％）

投資的経費　
7億2,730万円（16.5％）

歳 出（目的別）

歳 出（性質別）
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特別会計 歳入決算額 歳出決算額 収支差引

住宅改修資金特別会計 441 439 2

白樺高原下水道事業特別会計 4,664 4,444 220

国民健康保険特別会計 7億4,311 7億3,131 1,180

老人保健特別会計 59 59 0

介護保険特別会計 6億9,077 6億8,668 409

ハートフルケアたてしな事業会計 5億8,581 5億1,291 7,290

下水道事業特別会計 3億9,835 3億9,264 571

後期高齢者医療特別会計 6,158 6,155 3

計 25億3,126 24億3,451 9,675

公営企業会計 収入
決算額

支出
決算額 収支差引

水道
事業

収益的 2億6,568 2億3,043 3,525
資本的 72 1億1,508

索道
事業

収益的 3億2,944 4億6,780 △1億3,836
資本的 0 8,882

平成22年度 特別会計決算

特別会計は、特定の事業等について、その収支を明確にす
るために一般会計と区別して処理する会計です。

平成22年度 公営企業会計決算

公営企業会計は、水道料金等の収益によって運
営される独立採算の会計です。

一般会計の歳入歳出決算と町債・基金の推移

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
歳入決算額 40億7,008 40億6,657 41億7,323 43億9,853 49億3,912
歳出決算額 38億1,227 37億9,342 38億9,400 40億4,648 43億9,401
町債未償還残高 38億2,903 34億2,881 31億3,690 29億4,462 28億9,257
基金現在高 27億7,127 28億5,356 28億7,131 29億4,055 32億7,271

（単位：万円）

（単位：万円） （単位：万円）
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【説明】
・収益的収支決算額は、消費税抜きの金額です。
・索道事業の収益的収支は純損失1億3,836万円あり、
建設改良積立金から2,627万円補てんし、残額は翌
年度繰越欠損金として処理しました。

・資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、
過年度分損益勘定留保資金、過年度分・当年度分消
費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんしま
した。
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町の財産

公有
財産 区分 平成22年度末

現在高 対前年度増減

土地

庁舎 11,608㎡ ー
保育園 16,544㎡ ー

学校 71,020㎡ ー

公園 158,501㎡ 511㎡

住宅 21,994㎡ ー

その他 57,971㎡ ー

普通財産 88,421㎡ 1,325㎡

山林を除く計 426,059㎡ 1,836㎡

山林 3,178ha ー

建物

庁舎 3,334㎡ ー

保育園 2,399㎡ ー

学校 14,159㎡ ー

公園 2,911㎡ ー

住宅 4,918㎡ ー

その他 15,564㎡ ー

普通財産 2,885㎡ 211㎡

公有
財産 区分 平成22年度末

現在高
対前年度

増減
出資に

よる権利
長野県農業信用基金協会 280 ー
佐久森林組合 1,030 ー

有価証券
蓼科ケーブルビジョン㈱ 株券 4,080 ー
浅間山麓総合開発㈱　株券 100 ー

基金

財政調整基金 9億3,993 2億  242
減債基金 7,778 16
上下水道整備基金 6億4,868 169
福祉施設整備基金 9,696 618
海外交流事業基金 1,357 4
ふるさと活性化基金 6億8,697 224
公民館図書整備基金 513 1
地域福祉基金 1億6,900 ー
タイムカプセル基金 27 ー
ふるさと農村活性化基金 3,282 6
ふるさと基金（※） ー ー
保育所整備基金 1億5,018 1億     18
住民生活に光をそそぐ交付金基金 1,792 1,792

小　　　計 28億3,921 3億3,090

高額療養費基金 200 ー
観光牧場運営基金 500 ー
土地開発基金 4億2,650 126

（単位：万円）

※ ふるさと寄附金が69万円ありましたが、22年度中の事業に充てら
れたため、ふるさと基金の平成22年度末現在高はありません。

平成22年度末 借入金と基金の状況 町民一人当たりにすると

会計名（事業名） 町債未償還
残高 基金現在高

一般会計 28億9,257 32億7,271

特
別
会
計

住宅改修資金事業 1,315 852
白樺高原下水道事業 0 2億8,467
国民健康保険事業 0 1億5,448
介護保険事業 0 5,928
ハートフルケアたてしな事業 7,886 4億1,102
下水道事業 31億3,373 0

計 61億1,831 41億9,068

会計名（事業名） 町債未償還残高 現金・預金

公営企業
会計

水道事業 10億3,611 4億6,767
索道事業 0 6億1,207

（単位：万円） （単位：円）

【説明】
歳出額（一般会計）の増額は、国による経済対策臨時

交付金などを活用した事業などにより歳出総額が増えた
ことと、人口の減（前年度比△124人）などが要因。

町の借金は、通常返済（自然減）による減少。

対前年度増減額

歳出額は？
一般会計 555,782 51,862

一般会計＋特別会計 863,714 44,621
町の借金
（起債残
高）は？

一般会計 365,870 △ 832
一般会計＋特別会計 773,882 △ 18,492

町の貯金
（基金）は？

一般会計 413,953 47,757
一般会計＋特別会計 530,063 52,650

（平成22年度末人口7,906人で計算）
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平成22度 一般会計の歳出内容（主なもの）
（単位：万円）

■ 議会費　5,928 万円
議会広報発行経費 ………………………………………63
政務調査費交付金 ………………………………………90

■ 商工費　1 億 8,899 万円
商工会補助金 ………………………………………… 840
信用保証料補給金 …………………………………… 544
制度融資利子補給金 ………………………………… 209
廃止路線代替バス対策事業費 …………………… 1,224
地域交通バス対策事業費……………………………1,550
観光地道路側環境整備事業費……………………… 207
蓼科牧場大駐車場トイレ改修事業費……………… 474
女神湖大駐車場舗装費……………………………… 798
ふれあいセンター改修事業費……………………… 782
御泉水自然園水くみ場設置事業費………………… 151
観光振興費……………………………………………1,951
ビーナスマラソン負担金 …………………………… 240
観光地（白樺高原地域）除雪委託料…………… 1,299

■ 土木費　6 億 4,911 万円
道路維持費（道路補修・除雪等）……………………5,330
道路新設改良舗装費 ……………………………… 7,135
交通安全施設整備費 ………………………………… 510
河川維持管理費 …………………………………… 1,214
町営住宅建設事業 ………………………………… 2,937
下水道事業会計繰出金 ……………………… 2 億 4,703
川西保健衛生施設組合負担金（下水道）………… 9,047

■ 消防費　1 億 7,194 万円
佐久広域連合負担金 ……………………………… 9,747
消防施設費 …………………………………………… 607
（消防庫修繕・消防備品等）
消防ポンプ自動車購入費……………………………1,687
防犯灯付替（ＬＥＤ）事業費………………………1,344
全国瞬時警報システム（J-ALERT）整備費……… 248

■ 教育費　2 億 9,297 万円
小学校費…………………………………………… 6,414
中学校費………………………………………………6,211
社会教育費…………………………………………… 190
社会体育費…………………………………………… 265
町民運動会経費……………………………………… 371
体育施設費………………………………………… 1,250
地域発元気づくり支援金事業費…………………… 333
（すずらん学級・大庭遺跡高床式倉庫屋根葺替）
青少年育成費………………………………………… 377
人権教育費…………………………………………… 270
公民館費…………………………………………… 1,383
文化財保護費………………………………………… 986
施設管理費………………………………………… 1,308
（中央公民館・ふるさと交流館・史跡公園・権現の杜公園）

■ 総務費　13 億 4,787 万円
選挙執行経費 ……………………………………… 1,924
（参議院議員選挙等）
公共施設案内標識改修事業費 …………………… 627
芦田大通り線水飲み場設置事業費………………… 100
地域情報通信基盤整備推進事業費………… 4 億 1,443
町民まつり実行委員会負担金 ………………………404
広報たてしな発行経費 ………………………………282
がんばる地域応援事業補助金 ………………………131
タウンガイド作成経費 ……………………………… 55
地域ブランド構築推進事業費……………………… 216
中山道ウォーキング負担金 ………………………… 20
振興公社設立調査事業費…………………………… 12
権現の湯運営費（入館者 20 万 4 千人）…… 9,572

■ 民生費　8 億 391 万円
高齢者福祉事業費 ………………………………… 1,362
社会福祉事業費 ……………………………… 1 億 3,821

障害者支援事業・福祉医療費給付事業
社会福祉協議会補助金 　その他

保育所事業費 ……………………………………… 1,738
人権政策推進費 ……………………………………… 468
子ども手当・児童手当支給費……………… 1 億 2,687
子育て支援事業費………………………………… 1,065
老人福祉センター・保健センタートイレ改修事業費……… 421
老人保護措置費（佐久良荘）……………………… 1,737
介護保険事業会計繰出金 ………………………… 9,260
後期高齢者医療事業費 ………………………… 1 億 934
国民健康保険事業会計繰出金 …………………… 3,481

■ 衛生費　2 億 9,847 万円
各種検診・予防接種事業費……………………… 2,189
母子保健事業費 ……………………………………… 576
一般廃棄物収集運搬事業費 ……………………… 1,468
川西保健衛生施設組合等負担金 …………… 2 億 1,281
（し尿・ゴミ処理・病院）

■ 農林水産業費　1 億 8,036 万円
中山間地域農業直接支払事業費 ………………… 2,467
農地・水・環境保全向上対策推進事業費 …………… 751
森林公園管理経費…………………………………… 138
土地改良費 …………………………………………… 882
クラインガルテン管理経費 …………………………… 83
交流促進センター管理経費 ………………………… 760
森林整備費 ………………………………………… 4,975

松くい虫等防除対策経費
森林造成事業経費　その他

■ 災害復旧費　1,990 万円
農地災害復旧費（18 件）…………………………… 566
道路橋りょう災害復旧（現年 12 件・過年 2 件）1,424
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財政の健全化判断比率の公表
～ 立科町の財政の健全化判断比率を公表します ～

立科町
早期健全化基準

（自主的な改善努力
による財政健全化が
求められる基準）

財政再生基準
（国等の関与による
確実な財政再生を求
められる基準）

各比率の説明

実質赤字比率 － 15.00 20.00
町の標準的な収入規模に占める一般会計等の赤字の
割合。当町では、一般会計等の実質収支は黒字であ
り、実質赤字は生じておりません。

連結実質赤字比率 － 20.00 40.00
町の標準的な収入規模に占める全会計の赤字の割
合。当町では、一般会計等の実質赤字及び公営企業会
計の資金不足はいずれも生じておりません。

実質公債費比率 13.7 25.0 35.0
町の標準的な収入規模に占める借金返済額の割合の
前３年度の平均値。町の借金返済の重さを示します。昨
年度は16.8でした。当町では、公債費（借金）が減少して
きていますので、徐 に々比率が下がる見込みです。

将来負担比率 － 350.0
町の標準的な収入規模に占める将来負担すべき実質
的な負債の割合。当町では、基金などの額が将来の
負債を上回ったため、昨年度と同様に数値なしとな
りました。

公営企業
資金不足比率 － 20.00

公営企業の事業規模に占める資金不足額の割合。当
町では、水道事業、索道事業及び下水道事業が該当
しますが、いずれも資金不足は生じておりません。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成23年度の財政の
健全化判断比率等をお知らせいたします。

なお、各比率が低いほど町の財政が健全であると判断されますが、当町にお
いては、全比率において、早期健全化基準・財政再生基準を下回っています。

立科町ふるさと寄附金
（単位：千円）

事業区分 寄附金額 運用事業

住みよいまちづくり（福祉） 0 0

住みよいまちづくり（教育） 615 中央公民館図書システム導入事業 615

住みよいまちづくり（環境保全） 0 0
蓼科山・蓼科の水 10 御泉水水くみ場設置 10
史跡・旧跡 65 文化財案内看板 65

計 690 690

立科町では、ふるさとを思いやる皆様、また応援いただけ
る皆様から寄附を募っております。いただいた寄附金は、３
つの基本テーマから、ご希望に添えるよう有効に活用させて
いただきます。平成22年度は、上記のとおり活用させてい
ただきました。

■ 基本テーマ
1 住みよいまちづくり（福祉・教育・環境保全）
2 「蓼科山」や「蓼科の水」に関すること
3　史跡・旧跡を後世につなげることに関すること

寄附金の申込み窓口は、総務課税務係です。
ご寄附いただいた場合、税制上の優遇措置を受けることができます。

税務係･財務係
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１.職員の給与などの状況
◆人件費の状況（一般会計決算）

区分 住民基本台帳人口
（平成23年3月31日）

歳出決算額
（A）

人件費
（B）

人件費率
（B/A）

22年度 7,906人 43億9,401万円 7億6,064万円 17.3%

人事行政の運営などの状況は次のとおりです

◆職員給与費の状況（一般会計予算）

区分 職員数（一般職）
（A）

給　与　費 1人当たり給与費
（B/A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

23年度
（当初予算） 85 人 3億2,588万円 3,889 万円 1億1,744万円 4億8,221万円 567.3万円

※人件費には、特別職に支給される給与・報酬等を含みます。

※職員手当には、退職手当を含みません。

◆職員の平均給料月額及び平均年齢の状況

区分 平均給料月額 平均年齢
一般行政職 327,697円 44歳8月
技能労務職 355,950円 48歳8月

医療職 310,745円 44歳9月

1週間の勤務時間 勤務時間 休憩時間
38 時間 45 分 8：30～17：15 12：00～13：00

区　分 給料月額 期末手当（支給月数）
町　長 529,900 円

6月期 … 1.45月分
12月期 … 1.50月分

計 2.95月分

副町長 510,000 円
教育長 480,000 円
区　分 報酬月額
議　長 289,000 円
副議長 211,000 円
議　員 196,000 円

区分 大学卒 短大卒 高校卒
一般行政職 172,200円 152,800円 140,100円

◆職員の初任給の状況

一　般　行　政　職
大学卒 短大卒 高校卒

７年以上１０年未満 244,933 円 該当なし 該当なし
１０年以上１５年未満 261,616 円 253,950 円 230,950 円
１５年以上２０年未満 311,075 円 288,340 円 270,800 円
２０年以上２５年未満 334,400 円 313,920 円 296,900 円
２５年以上３０年未満 389,894 円 380,657 円 361,633 円
３０年以上３５年未満 該当なし 335,200 円 386,959 円

３５年以上 該当なし 401,845 円 420,850 円

◆職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
区分

経験年数

区分 立科町 県
期末 勤勉 期末 勤勉

期末・勤勉
（一般職）

６月期 1.25月分 0.70月分 1.25月分 0.70月分
１２月期 1.35月分 0.65月分 1.25月分 0.60月分

計 2.60月分 1.35月分 2.50月分 1.30月分

退職手当

自己都合 定年・勧奨 自己都合 定年・勧奨
勤続２０年 23.50月分 30.55月分 23.50月分 30.55月分
勤続２５年 33.50月分 41.34月分 33.50月分 41.34月分
勤続３５年 47.50月分 59.28月分 47.50月分 59.28月分
最高限度 59.28月分 59.28月分 59.28月分 59.28月分

◆職員手当の状況（平成22年度）

＊勤勉手当の支給月数は、標準者の場合を表示。
＊退職手当は「退職日の給料月額 × 支給月 ＋ 調整額」

◆特別職の報酬等月額の状況（平成22年度）

職員数 対前年
増減数平成23年 平成22年

一般行政

議会 1 1 0
総務 22 25 △3
税務 5 5 0

民
生

保育所 11 11 0
上記以外 13 13 0
衛生 5 5 0
農水 7 7 0

商工・観光 5 5 0
土木 4 4 0

小　計 73 76 △3

特別行政 教育 13 14 △1
小　計 13 14 △1

公営企業等

水道 3 3 0
索道 6 6 0

下水道 2 2 0
その他 20 22 △2
小　計 31 33 △2

合　計 117 123 △6

◆部門別職員数の状況

＊特別行政部門には教育長を含む。◆勤務時間
2.職員の勤務時間・勤務条件等の状況

年 対象職員数 平均取得日数 消化率
22年 84 人 5.4 日 15.0%

◆年次休暇

年 取得者数 主な理由

22年 延べ 7 人 風邪・インフルエンザ等による通院
9 人 連続7日以上の取得（診断書による休暇）

◆療養休暇

22年度 人数
分限処分(休職) 2 人

懲戒処分 0人
＊分限処分は、一定の事由がある場合に、職員の意に反して行われる不利益
処分であり、公務の能力維持及び適正運営確保のために行われるものです。
＊懲戒処分は、一定の義務違反や公務員としてふさわしくない非行がある場
合に、その責任を問う不利益処分であり、公務における規律と秩序の維持の
ために行われるものです。

3.職員の分限・懲戒処分の状況

研修区分 主な研修名（平成22年度実施）

一般研修 課長研修 係長研修
中堅行政職員研修 人事評価（評価者）研修

その他
政策形成研修 接遇研修

危機管理（リスクマネジメント）研修 メンタルヘルス研修
法制執務基礎研修 佐久広域連合人材育成研修

4.職員研修の状況及び勤務成績の評定の状況

勤務評定
及び実績

（平成20年度）

①役割達成度評価 ②職務行動評価 ③一般教養評価 ④全体評価

3 段階～5 段階 3 段階 － 5 段階

5.職員の福祉・利益保護の状況（平成22年度）

健康診断受診者数（臨時職員含む） 人間ドック受診者数
178 人 35 人

立科町職員互助会
・職員の相互共済及び福利増進に関する事業を実施するため、立科町職員互助
会を設置しています。(公費負担無)

（各年4月1日現在）

庶務係

（平成23年4月1日現在）

（平成23年4月1日現在）

（平成23年4月1日現在）

区分
部門

＊平成22年1月1日～12月31日までの全期間を在職した町長部局に勤務する一般職員の状況
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通交 安全９
月
21
日
か
ら
30
日
ま
で
、
秋
の
全
国
交
通

安
全
運
動
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

期
間
中
は
、
交
通
安
全
推
進
指
導
員
、
役
場

職
員
を
中
心
に
学
校
周
辺
や
通
学
路
の
横
断
歩

道
で
街
頭
指
導
を
行
い
、
児
童
・
生
徒
の
安
全

確
保
を
し
ま
し
た
。
ま
た
、
広
報
車
・
パ
ト
カ

ー
に
よ
る
巡
回
督
励
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

立科町
防犯組合だより

防犯は
みんなの力で

地域の安全は
地域で守り
ましょう！

10
月
11
日
～
20
日
ま
で
の
期
間
、
全

国
一
斉
に
「
全
国
地
域
安
全
運
動
」
が

実
施
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
運
動
は
、
「
み
ん
な
で
つ
く
ろ

う
安
心
の
街
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て

住
民
の
防
犯
意
識
を
高
め
、
「
安
全
で

安
心
で
き
る
地
域
社
会
」
の
実
現
を
目

指
す
も
の
で
す
。

初
日
の
11
日
に
は
、
犯
罪
の
発
生
を

未
然
に
防
ぐ
こ
と
を
目
的
に
、
ツ
ル
ヤ

立
科
店
前
に
お
い
て
、
防
犯
チ
ラ
シ
や

防
犯
グ
ッ
ズ
を
配
布
し
な
が
ら
、
昼
間

や
夜
間
の
戸
締
り
の
徹
底
、
不
審
電
話

へ
の
注
意
、
車
上
ね
ら
い
な
ど
に
気
を

つ
け
て
も
ら

う
よ
う
、
防

犯
女
性
部
、

防
犯
指
導
員

が
地
域
の
皆

さ
ん
に
呼
び

か
け
を
行
い

ま
し
た
。

チ
ラ
シ
と
反
射
材
を

配
布

（
22
日
・
ツ
ル
ヤ
立
科
店
）

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
調
査

22
日
、国
道
１
４
２
号
芦
田
信
号
機
で
調
査

し
た
結
果
、
運
転
席
と
助
手
席
の
総
合
着
用
率

は
98.

４
％
で
し
た
。

後
部
座
席
は
未
着
用
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

万
が
一
の
事
故
の
際
、
被
害
を
最
小
限
に
す
る

た
め
に
し
っ
か
り
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
着
用
推
進
活
動

22
日
、若
草
保
育
園
で
保
護
者
に
対
し
、
チ

ラ
シ
・
グ
ッ
ズ
を
配
布
し
ベ
ル
ト
着
用
を
呼
び

掛
け
ま
し
た
。
併
せ
て
、
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

の
設
置
状
況
調
査
を
行
い
ま
し
た
が
、
設
置
さ

れ
て
い
な
い
車
が
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
　

小
さ
な
子
ど
も
は
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
で
は
事

故
の
際
、
衝
突
の
瞬
間
に
体
が
ベ
ル
ト
を
す
り

抜
け
、
車
の
天
井
に
頭
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
や
、

車
外
放
出
な
ど
の
危
険
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

し
っ
か
り
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

飲
酒
運
転
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル

飲
酒
運
転
の
罰
則
が
強
化
さ
れ
た
も
の
の
、

未
だ
飲
酒
運
転
が
原
因
の
交
通
事
故
が
発
生
し

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
26
日
、
町
内
飲
食
店
を
巡

回
し
、
チ
ラ
シ
等

を
店
内
に
掲
示
し

て
い
た
だ
く
こ
と

や
、
車
を
運
転
す

る
方
（
ハ
ン
ド
ル

キ
ー
パ
ー
）
に
は

ア
ル
コ
ー
ル
類
を

提
供
し
な
い
よ
う

お
願
い
し
ま
し

た
。

夜
間
に
お
け
る

高
齢
者
交
通
安
全
教
室

28
日
、
西
塩
沢
老
人
ク
ラ
ブ
に
参
加
い
た
だ

き
、
佐
久
川
西
自
動
車
学
校
で
開
催
し
ま
し

た
。夜

間
の
コ
ー
ス
を
利
用
し
、
車
両
の
テ
ー
ル

ラ
ン
プ
の
高
さ
や
明
る
さ
に
よ
っ
て
遠
近
感
が

不
正
確
に
な
る
こ
と
や
、
車
の
ラ
イ
ト
の
角
度

に
よ
っ
て
横
断
す
る
歩
行
者
が
全
く
見
え
な
く

な
る
蒸
発
現
象
な
ど
、
夜
間
の
視
認
特
性
に
つ

い
て
学
び
ま
し
た
。
ま
た
、
75
歳
以
上
の
免
許

更
新
者
等
に
対
す
る
「
講
習
予
備
検
査
」
を
受

け
、
記
憶
力
や
判
断
力
の
検
査
も
行
い
ま
し

た
。

交
通
指
導
所
を

開
設

（
22
日
・
浅
科
道
の
駅
）

庶務係
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こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
季

を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
火
災
予
防
思
想
の
一
層

の
普
及
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
火
災
の
発
生
を

防
止
し
、
高
齢
者
等
を
中
心
と
す
る
死
者
の
発

生
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
財
産
の
損
失
を

防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

重
点
目
標

・
住
宅
防
火
対
策
の
推
進

・
放
火
火
災
・
連
続
放
火
火
災
防
止
対
策
の

推
進

・
特
定
防
火
対
象
物
等
（
集
会
場･

飲
食
店･

店
舗･

病
院･

ホ
テ
ル
等
）
に
お
け
る
防
火

安
全
対
策
の
徹
底

・
製
品
火
災
の
発
生
防
止
に
向
け
た
取
組
の

推
進

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日（
水
）〜
15
日（
火
）

次
の
ポ
イ
ン
ト
に
注
意
し
、
我
が
家
の
防
火

を
再
点
検
し
ま
し
ょ
う
。

住
宅
防
火

「
い
の
ち
を
守
る
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト
」

【
３
つ
の
習
慣
】

１
　
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る
。

２
　
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か
ら

離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る
。

３
　
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る
と

き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

【
４
つ
の
対
策
】

１
　
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅
用
火

災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

２
　
寝
具
、
衣
類
及
び
カ
ー
テ
ン
か
ら
の
火

災
を
防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
品
を
使
用

す
る
。

３
　
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、

住
宅
用
消
火
器
等
を
設
置
す
る
。

４
　
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
を
守

る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協
力
体
制
を

つ
く
る
。

庶
務
係

住宅用火災警報器

｢
消
し
た
は
ず

決
め
つ
け
な
い
で

も
う
一
度
」

（
平
成
23
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語
）

野
生
鳥
獣
に
よ
る
被
害
対
策
の

「
自
己
防
衛
」に
つ
い
て

野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
業
被
害
対
策
に
つ
い
て

は
、
防
護
柵
等
の
「
防
止
対
策
」
や
「
捕
獲
対

策
」、
ま
た
、
緩
衝
帯
（
森
林
整
備
）
整
備
等

の
「
生
息
環
境
対
策
」
を
、
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
効
果
が
上
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。

生
息
環
境
対
策
と
し
て
、
野
生
鳥
獣
の
「
エ

サ
」
と
な
る
よ
う
な
収
穫
物
（
り
ん
ご
、
野
菜
）

等
を
、
農
地
内
に
放
置
し
な
い
よ
う
『
み
ん
な

で
、
生
息
し
に
く
い
環
境
づ
く
り
』
を
実
行
し

ま
し
ょ
う
。

平成23年11月15日（火）から平成24年３月15日（木）まで
（上記期間中２月16日から３月15日までは、わなのみの狩猟を実施しています。）

狩猟期間のお知らせについて

狩猟期間とは、狩猟者（狩猟免許を保有し、かつ、県に狩猟者登録をし
た者）が銃器、網及びわなを使用して狩猟鳥獣を捕獲することができる期
間です。

町民の皆様におかれましては、狩猟による事故を未然に防ぐために、以
下についてご留意下さいますようお願いいたします。
また、この期間は町外の狩猟者も入りますので、ご承知おき下さい。

町民皆様へ「山林等の狩猟地に立入る場合」のお願い
１．赤色や黄色など目立つ色の服を着用しましょう。
２．狩猟者に狩猟鳥獣と誤認されることを防ぐと共に、ツキノワグマと

遭遇する危険性を減らすために、鈴やラジオ等を用いてご自身の存
在を知らせましょう。

３．わなには決して近ずかないようにしましょう。お子様を連れて山中
に入った場合は特に注意が必要です。

「狩猟者の皆様」へのお願い
１．関連法令やマナーを守りましょう。
２．十分な安全確認（矢先の確認、脱砲の励行及び同行者の行動確認

等）を行いましょう。
３．猟犬の管理を徹底しましょう。
４．狩猟により捕獲した鳥獣は、山野に放置せずに回収等を行いましょう。
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農地を転用する場合には、農地法の許可が必要です。農地転
用許可制度を正しく理解して、法令遵守に努めましょう。 ○転用許可後の地目変更登記をお忘れなく○

農地を転用する場合には、
農地法による手続きを の窓

農業委員会だより

農家

食料の安定供給の基盤である優良農地の確保と農業以外
の土地利用との調整を図り、農地転用を農業上の利用に支
障が少ない農地に誘導することを目的として設けられてい
ます。

農地転用許可制度の目的
農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道

水路、山林等農地以外の用地に転換することです。なお、
一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用に
なります。

農地転用とは

制度の概要
農地を農地以外のものとする場合又は、農地を農地以外

のものにするため、所有権等の権利設定又は移転を行う場
合には、農地法上原則として長野県知事の許可（４haを
超える場合は農林水産大臣許可）が必要になります。

農地法 許可が必要な場合 許可申請者 許可権者
第４条 自分の農地を転用する場合 転用を行う者（農地所有者） 長野県知事（農地が４haを超

える場合には農林水産大臣）第５条 事業者等が農地を買って転用する場合 売主（農地所有者）と買主（転用事業者）

区分 営農条件、市街地化の状況 許可の方針

農用地区域内農地 立科町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされ
た区域内の農地 原則不許可

第１種農地
①集団的（概ね10ha以上）に存在している農地
②土地改良事業等の公共投資の対象となった農地
③農業生産力の高い農地

原則不許可

第２種農地
①市街化が見込まれる区域内にある農地
②市街地に近接する10ha未満の農地
③どの区分にも属さない農地

周辺の他の土地に立地すること
が出来ない場合等は許可

第３種農地
市街地又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地
①公共・公益的施設の整備状況が一定程度の区域
②宅地化の状況が一定程度の区域

原則許可

無断転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに
転用しない場合は、農地法に違反することとなり、工事の
中止や現状回復等の命令がされる場合があります。

無断転用や許可どおりに転用しなかった場合

①違反転用
②違反転用における原状回復命令違反

３年以下の懲役または300万円以下の罰則
（法人は１億円以下の罰金）

農地転用の許可申請の受付は、農業委員会で行っていま
す（４haを超える農地転用の場合は長野県知事）。
転用についての手続きや疑問は、まず農業委員会に相談

してください。

相談は農業委員会に

市街地に近接した農地や、生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、
立地基準（農地区分）に応じて、次により転用の可否が判断されます。

農地転用の許可基準

事項

罰則

農地転用許可の
手続き

【長野県知事許可の場合】

①申請書提出申
請
者

農
業
委
員
会

長
野
県
知
事

②意見を付して送付 ③意見聴取 農
業
会
議

長
野
県

⑥許可通知 ⑤許可通知（経由） ④意見提出

！

■全国農業新聞は、農業者の公的代表機関である農業委
員会系統組織が発行する農業総合専門誌です。
購読の申込みは農業委員会へお気軽に連絡ください。

■発行所
全国農業会議所　東京都千代田区二番町９－８

中央労働基準協会ビル２階
【ホームページ】http://www.nca.or.jp/shinbun

この国の農と食を伝えます。

週刊　金曜日発行
月 600円、年間 7,200円（消費税込）

全国農業新聞
（ ）
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「食育で健やかで豊かな成長を！」保 健 ニ ュ ー ス

子どもたちの食生活の問題の特徴を「ニワトリ症候群」
と名付けて呼ぶことがあります。

コ…「孤食」一人で食べる
ケ…「欠食」食事を抜く
コ…「個食」家族が別々に好きなものを食べる
コ…「固食」いつも同じものを食べる

ハンバーガーなどのファーストフード、インスタント食
品、スーパーやコンビニのお惣菜など、現代の食事は調理

に手間や時間をかけなくても、何でもすぐに食べることの
できる便利な時代になっています。家事にかかる負担が軽
減されていますが、まったく問題がないわけではありませ
ん。材料を選んだり確認はできませんし、加工や調理にか
かる様々な添加物の影響も心配です。

自分や家族の好きな時に好きなものを買うことで、家族
がそれぞれ違うものを食べたり、好きなものばかりになっ
ていることがあります。また、家族で食卓を囲む機会が少
なくなり、家族の団らんが失われてきています。偏った食
事は「疲れやすい」「イライラする」、肥満や生活習慣病の発
生にも関係しています。

子供のころの食習慣や味覚は、大人になってからの食生
活に大きな影響を与えます。「何を・いつ・どこで・どうや
って・だれと食べるのか」は子どもの心と体の育ちにとって
非常に大切なことです。
豊かで便利になったいまこそ、「食べる」ことの意味や重

要性に目を向けていきましょう。

子どもの食の問題「ニワトリ症候群」

○家庭等で食卓を囲む機会の増加・充実
○親子間、世代間におけるコミュニケーションの確保
○食事中なるべくテレビを見ない等の工夫
○「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつの実践
○はしの持ち方、姿勢、食べ方のマナーや作法の習得

食育という言葉の概念には、食生活における知識や選択
する力を高めることによる食生活の改善だけでなく、食を
通じたコミュニケーションやマナー等の習得や、食文化の
継承、自然の恩恵に対する感謝の気持ちを育むことなど、
広範囲な内容が含まれています。各家庭で取り組みたい事
項としては次のようなことが挙げられます。

食に関する基礎の習得

○｢もったいない｣活動の実践
買いすぎない・作りすぎない
賞味期限や消費期限の正しい理解
冷蔵庫内の定期的な点検
食事の支度や片付けへの参加

○体験活動を通じた理解
農業体験や家庭菜園、講習会への参加

○季節に応じた伝統的な行事食や郷土料理の実践・旬の食
材や地場産物の利用

食に関する基礎の理解

【孤食の状況】　「朝食は誰と食べることが多いか」

【登校日の朝食の状況】 【朝食は誰と食べることが多いか】

【個食の状況】

○食品の安全性に関する情報を的確に理解・判断する
○保存・貯蔵法・調理法など食品の取り扱方を身につける
○食事のバランス向上
○生活リズムの向上「早寝早起き朝ごはん」の習慣化

食に関する知識と選択力の習得・健全な食生活の実践

現代は食べたいものが、いつでもどこでも食べられる
飽食の時代になりました。ライフスタイルの多様化、家
族構成の変化や個人の価値観重視などで、食生活を取り
巻く環境は、大きく変化しています。豊かさや便利さの
中にあって、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習
慣病、食文化の喪失等の様々な問題も生じています。命
の源であり、生涯を健康でいきいきとした生活を送る基
本となる「食」の在り方が問われています。

資料：平成16年度児童生徒の食に関する実態調査（長野県学校保健会学校栄養職員部会）

資料：平成18年度児童生徒の生活・学習意識実態調査（長野県教育委員会） 資料：平成16年度児童生徒の食に関する実態調査（長野県学校保健会学校栄養職員部会）

環境保健係

「食事の時家族の中で自分だけ違うものを
食べることがあるか」

（中学校2年）

家 庭 で 取 り 組 み た い 食 育
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日
報
は
、
日
々
の
学
校
教
育
活
動
を
よ
り
実

効
の
あ
る
実
践
と
す
る
た
め
に
、
県
下
の
ほ
と

ん
ど
の
小
・
中
学
校
で
毎
日
出
さ
れ
て
い
る
校

内
連
絡
文
書
で
す
。
一
年
間
の
学
校
運
営
及
び

教
育
活
動
の
計
画
が
「
学
校
教
育
計
画
」
と
し

ま
す
と
、
日
報
は
一
日
ご
と
の
「
学
校
教
育
計

画
」
で
、
そ
の
日
の
日
課
や
行
事
、
会
合
、
教

職
員
の
動
向
、
連
絡
事
項
、
明
日
の
予
定
な
ど

が
記
載

き
さ
い

さ
れ
て
い
ま
す
。

多
く
の
小
・
中
学
校
で
、
日
報
の
作
成
は
教

頭
先
生
の
職
務

し
�
く
む

の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
記

載
内
容
を
う
っ
か
り
間
違
え
ま
す
と
、
全
校
の

教
育
活
動
に
混
乱
を
来き

た

し
た
り
、
対
外
的
に
も

迷
惑
を
か
け
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
各
校
の
教
頭
先
生
は
常
に
細
心
の
注

意
を
払
っ
て
日
報
を
作
成
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
記
載
内
容
の
正
確
さ
だ
け
で
は
な
く
、
教

頭
先
生
に
は
、
校
長
先
生
の
指
導
の
下
、
先
生

方
と
の
連
携

れ
ん
け
い

を
通
し
て
自
校
の
全
体
を
掌
握

し
�
う
あ
く

し
、
日
々
の
教
育
活
動
の
成
果
と
課
題
を
明
確

に
し
て
、
当
面
す
る
自
校
の
指
針

し
し
ん

を
日
報
な
ど

で
具
体
的
に
示
し
、
導
く
こ
と
も
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
報
は
、
単
な
る
連

絡
用
文
書
に
止と

ど

ま
ら
ず
、
教
頭
先
生
か
ら
全
教

職
員
並
び
に
全
校
児
童
・
生
徒
へ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
と
も
言
え
ま
す
。

立
科
小
学
校
で
も
、
立
科
中
学
校
で
も
、
日

報
づ
く
り
に
携

た
ず
さわ

っ
て
い
る
教
頭
先
生
の
大
変

さ
を
感
じ
ま
す
が
、
折
々
、
冒
頭
の
よ
う
な
メ

ッ
セ
ー
ジ
に
触
れ
ま
す
と
、
心
の
底
か
ら
清
新

な
気
持
ち
が
湧わ

い
て
き
ま
す
。
し
か
し
残
念
な

が
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
心
の
育
ち
」
の
具
体
的

な
姿
は
、
な
か
な
か
保
護
者
の
方
や
地
域
の

方
々
に
伝
わ
り
に
く
い
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
学
校
内
の
連
絡
を
旨む

ね

と
す
る
日
報
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
す
が
、
あ
え
て
ご
紹
介
を
致
し
ま
し

た
。こ

の
よ
う
な
微
笑

ほ
ほ
え

ま
し
い
逸
話

い
つ
わ

は
、
学
校
教

育
目
標
及
び
「
め
ざ
す
子
ど
も
」
の
具
体
的
な

姿
に
、
「
思
い
や
り
の
あ
る
子
」
を
大
切
に
位

置
づ
け
て
い
る
立
科
小
学
校
教
育
の
日
常
的
な

事
例
の
一
コ
マ
で
す
。
ぜ
ひ
と
も
、
次
の
よ
う

な
、
こ
の
逸
話
か
ら
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る

学
校
教
育
現
場
の
誠
実
な
頑
張
り
と
細
や
か
な

配
慮
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
家
庭
（
親
）
と
学

校
（
教
師
）
が
、
よ
り
い
っ
そ
う
信
頼
に
基も

と

づ

い
た
、
実じ

つ

の
あ
る
連
携
を
実
現
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

伝わりにくい学校教育現場の
誠実
せいじつ

な頑張りと細やかな配慮
はいりょ

～立科小学校の日報のメッセージから～

立科町教育相談員 岩上起美男

教育相談時間等
◆月・水・金曜日
●立科小学校／午前9時〜午前11時30分

電話 56-3131 ㈺・有線2190 ㈺
●立科中学校／午後2時〜午後5時

電話 56-1076 ㈺・有線2251 ㈺
●立科町児童館／午前11時40分〜午後1時30分

電話 56-0303（直通）・有線8889（直通）
※予約をされる方は児童館または小・中学校の

教頭先生へご連絡をお願いします。

今
秋
９
月
28
日
の
立
科
小
学
校
の
日
報
に
、

次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
掲
載

け
い
さ
い

さ
れ
て
い
ま

し
た
。
　

給
食
の
後
、職
員
室
の
食
器
を
返
し
に

行
く
途
中
で
、な
ぜ
か
箸は

し

入
れ
が
落
ち
て

し
ま
い
、廊
下
に
箸
が
散
乱
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
あ
わ
て
て
拾
い
集
め
て
い
た

ら
、通
り
か
か
っ
た
６
年
の
Ｓ
さ
ん
が
、

ご
く
自
然
な
態
度
で
拾
う
の
を
手
伝
っ
て

く
れ
ま
し
た
。「
あ
り
が
と
う
。
」と
言
っ

て
給
食
室
に
向
か
う
と
、今
度
は
同
じ
６

年
の
Ｙ
さ
ん
が
、「
手
伝
い
ま
す
。
」と
言

っ
て
、
棚た

な

に
食
器
を
上
げ
て
く
れ
ま
し

た
。
本
当
に
あ
り
が
た
く
思
い
ま
し
た
。

６
年
生
の
皆
さ
ん
は
、
学
力
テ
ス
ト
、

お
疲
れ
様
で
し
た
。
「
頭
が
爆
発
し

た
。
」
と
言
っ
て
い
た
児
童
も
い
た
よ
う

で
、
６
年
生
の
皆
さ
ん
が
最
後
ま
で
一
生

懸
命
テ
ス
ト
に
取
り
組
ん
だ
様
子
が
よ
く

わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
、
テ
ス
ト
の

結
果
に
つ
い
て
は
細
か
く
分
析
し
、
本
校

の
学
力
向
上
と
授
業
改
善
に
役
立
て
て
い

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
Ｓ
さ
ん
と

Ｙ
さ
ん
の
ご
く
自
然
な
、
思
い
や
り
の
あ

る
行
為
を
通
し
て
、
６
年
生
の
皆
さ
ん
が

テ
ス
ト
の
点
よ
り
も
も
っ
と
大
切
な
も
の

を
し
っ
か
り
と
身
に
付
け
て
い
る
こ
と
が

よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
と
て
も
う
れ
し
か

っ
た
で
す
。

●●●
●
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○
人
が
落
と
し
た
箸
を
、
ご
く
自
然
な
態
度
で

拾
う
と
い
う
行
為
の
道
徳
的
な
価
値
（
平
成

23
年
７
月
広
報
た
て
し
な
№
４
９
９
「
心

〈
道
徳
性
〉
の
育
ち
の
幅
広
さ
」
参
照
）
は

非
常
に
高
く
、
こ
の
よ
う
な
行
為
の
基
盤

き
ば
ん

と

な
っ
て
い
る
「
豊
か
な
心
」
を
感
じ
ら
れ
る

児
童
が
着
実
に
育
っ
て
い
る
立
科
小
学
校
で

あ
る
こ
と

○
Ｓ
さ
ん
と
Ｙ
さ
ん
の
行
為
に
「
光
」
を
当
て

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
望
ま
し
い
「
行
為
の
方

法
」
を
明
確
に
す
る
と
同
時
に
、
指
示
さ
れ

て
も
や
ら
な
い
児
童
や
怒
ら
れ
る
か
ら
渋
々

や
る
児
童
、
評
価
や
報
酬

ほ
う
し
�
うだ

け
を
求
め
て
や

る
児
童
な
ど
の
実
態
も
、
立
科
小
学
校
の
教

育
課
題
と
し
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
こ

と
○
「
学
力
の
向
上
」
を
自
校
の
大
き
な
教
育
課

題
と
と
ら
え
な
が
ら
も
、
学
力
偏
重
の
愚ぐ

を

避
け
、
徳
育
（
心
の
育
ち
）
を
「
テ
ス
ト
点

よ
り
も
も
っ
と
大
切
な
も
の
」
と
し
て
重
ん

ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
科
小
学
校
が

「
知
・
徳
・
体
」
調
和
の
と
れ
た
児
童
の
成

長
を
願
っ
て
い
る
こ
と

○
教
頭
先
生
が
、
児
童
の
人
格
を
尊
重
し
て
、

児
童
に
「
ご
く
自
然
」
に
感
謝
し
て
い
る
こ

と脳
の
発
達
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
或あ

る
大
学

教
授
が
、
「
学
校
は
、
人
類
の
歴
史
に
残
る
偉

大
な
発
明
の
数
々
に
勝ま

さ

る
と
も
劣
ら
な
い
偉
大

な
発
明
で
あ
る
。
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の

理
由
と
し
て
、
学
校
は
脳
（
前
頭
葉
）
の
発
達

に
適
し
た
条
件
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ

ま
し
た
。
確
か
に
、
学
校
は
、
「
集
団
」
と

「
時
間
」
と
い
う
制
約
の
中
で
、
社
会
生
活
の

ル
ー
ル
や
対
人
関
係
の
マ
ナ
ー
を
効
率
よ
く
身

に
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
人
文
・
自
然
科
学
か

ら
、
芸
術
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
学
習
活
動
が
バ

ラ
ン
ス
よ
く
編
成
さ
れ
て
い
る
学
び
の
場
で

す
。
し
か
し
そ
の
反
面
に
お
い
て
、
学
校
教
育

の
全
体
主
義
や
画
一
的
な
指
導
、
知
育
偏
重
な

ど
が
問
わ
れ
て
お
り
、
改
善
す
べ
き
余
地
が
あ

る
の
も
事
実
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
教
授

は
「
た
だ
し
、
学
校
教
育
の
す
べ
て
が
十
分
に

機
能
す
る
な
ら
ば････

。
」
と
い
う
条
件
を
付

加
し
て
、
学
校
が
組
織
と
し
て
機
能
し
て
い
る

こ
と
が
「
偉
大
な
発
明
」
の
前
提
で
あ
る
と
説

い
て
い
ま
す
。

冒
頭
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
、
「
学
校
教
育
の

す
べ
て
が
十
分
に
機
能
し
て
い
る
。
」
と
は
申

し
上
げ
ら
れ
な
く
と
も
、
「
何
と
か
し
て
機
能

さ
せ
よ
う
。
機
能
さ
せ
た
い
。
」
と
い
う
先
生

方
の
熱
意
を
強
く
感
じ
ま
す
。
　

こ
の
よ
う
な
教
師
の
姿
勢
こ
そ
、
学
校
教
育

全
体
が
抱
え
て
い
る
課
題
で
あ
る
「
た
だ

し････

」
と
い
う
付
加
条
件
を
克
服
し
、
学
校

を
万
人

ば
ん
に
ん

が
認
め
る
「
偉
大
な
発
明
」
と
す
る
た

め
の
原
動
力
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
ま

す
。

寒
い
季
節
を
迎
え
、
体
を
動
か
す
こ
と
が
少

な
く
な
り
ま
す
。
誰
で
も
簡
単
に
で
き
る
体
操

を
覚
え
て
、
健
康
な
体
を
維
持
し
て
い
き
ま
し

ょ
う
。

日
時
　
12
月
６
日
（
火
）

午
後
１
時
30
分
～
３
時

場
所
　
中
央
公
民
館
　
大
会
議
室

講
師
　
佐
久
平
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

ス
タ
ッ
フ

ど
な
た
で
も
参
加
が
で
き
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
み
ん
な
で
楽
し
く
簡

単
体
操
を
覚
え
ま
し
ょ
う
。

お
問
い
合
わ
せ
先

す
ず
ら
ん
学
級
運
営
委
員
会
事
務
局

教
育
委
員
会
　
社
会
教
育
係

有
線
２
３
１
１
（
代
）

平
成
23
年
度
公
民
館
生
涯
学
習
講
座

「
立
科
す
ず
ら
ん
学
級
」開
催
中
！

第
８
回
健
康
体
操
教
室

～
膝
や
腰
を
守
っ
て
元
気
な
体
づ
く
り
～【昨年の教室の様子】

農林係

秋の農繁期を迎え、収穫物（りんご、
お米等）を畑や倉庫などに一時保管する
ことが多くなっていますが、近年、収穫
物を狙った盗難が多発していますので、
畑等を離れる際は、収穫物を放置しない
ように心がけましょう。

対策としては
・りんごの収穫期間（10月 23日～11月

23日）佐久警察署、地元牛鹿・外倉消
防団、生産者が重点パトロールを実施
します

・不審者や不審車両を見かけたら、佐久警
察署及び山部駐在所に通報して下さい

・倉庫等へ保管する時は、施錠できるよ
う対策を講じて下さい

・畑等の不定期な見回りを行う
（できるだけ２人で）
・敷地内への侵入を防ぐため、人感ライ

トを付ける　

！注意農作物の
盗難に
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1948 年(昭和 23 年)12 月 10 日国連総会において、
「世界人権宣言」が採択され、人権の尊重が平和の基盤
であることを国際社会に訴えました。世界人権宣言は、
だれもが自由であることにより人権が保障されるとする
自由権、参政権、国家や地方公共団体の関与によって人
権が保障される社会権に分かれて規定され、採択された
日である 12 月 10 日は「人権デー」、4 日から 10 日を
「人権週間」として、世界人権宣言の趣旨及びその重要
性を広く訴えると共に、人権尊重の普及高揚を図るため
全国各地で啓発活動が行われております。

長野県では「人権が尊重される長野県づくり」を掲
げ、「人間の尊厳」を原点に一人ひとりの個性や多様性
を尊重し、すべての人が互いに支えあいながら共に生き
る社会の実現を目指し、4 日から始まる「人権週間」に併
せ、12 月 1 日から 10 日間を「人権について考える県民
運動強調旬間」に設定し、強力な運動が展開されます。

町でも「分館人権学習会」が 9 月から 10 月に 33 分館
で開催されました。今年は人と人のつながりを大切にし

21世紀は「人権の世紀」

人権センターだより
◆ 人 権 が 尊 重 さ れ る 社 会 ◆

人権センター（人権政策推進係）

て、地域で支えあい一人ひとりの人権が尊重される安
全、安心のまちづくりを学習しました。また、12 月 3 日
（土）には、人権教育の推進、啓発を図るため、「人権
を考える町民大会」を開催します。

21 世紀は人権の世紀と言われております。すべての
人々がの人権が尊重され、平和で明るいまちづくりを実
現しましょう。

●人権に関する主な催し●
【長野県人権フェスティバル】
日　　時　11 月 22 日（木）

午後 1 時 30 分から午後 4 時 20 分
場　　所　ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）
主な内容　○人権トーク

テーマ「心とココロをつなぐコミュニ
ケーション術」名越康文さん（精神科医）

○人権作文表彰、朗読
主　　催　長野県、長野県教育委員会

【第 34回人権を考える町民大会】
日　　時　12 月 3 日（土）

午後 1 時から午後 3 時 30 分
場　　所　老人福祉センター
内　　容　講演「松本サリン事件」からの教訓

講師　河野義行さん
主　　催　立科町　立科町人権同和教育推進協議会

エコ体験コーナー 展示・実演コーナー販売コーナー 地産地消 うまいもんコーナー

10 月 2 日（日）、権現山運動公園屋内運動場周辺
駐車場を会場に、環境フェアが開催されました。

多くの出展ブースにより、参加者が改めて「環境
と調和した暮らし方」を考えていただくよい機会と
なりました。

会場にエコの木を設置し、当日、「私の
エコ実践」を書いた葉っぱ形の紙をたく
さんつけていただきました。その中か
ら、ユニークな取り組みを厳選し、エコ
大賞を決めました。

大賞

次点

たてしな環境フェア
2011

「人が輝く 自然が輝く
エコな生活へようこそ」

テーマ

開催

「ネコを湯たんぽがわりにしています。」
【塩沢　宮下あやかさん】

「毎日鍋帽子・鍋布団を利用して調理している。」
【大城　相澤芙美子さん】

「電気をこまめにけすこと。家族全員が１つの
部屋にいて、他の部屋はけすこと。」

【松本市　関口そらんさん】
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に
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご
家
族

あ
て
の
証
明
書
も
大
切
に
保
管
し
て
下
さ
い
。

※
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
」
に
つ
い
て
は
、
控
除
証
明
書
の
は

が
き
に
表
示
さ
れ
て
い
る
年
金
事
務
所
へ
お

問
合
せ
く
だ
さ
い

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
電
話
番
号

（
通
話
料
金
が
か
か
り
ま
す
）

０
５
７
０
（
０
７
０
）
１
１
７

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

受
付
期
間

平
成
23
年
11
月
１
日
～
平
成
24
年
３
月
15
日

受
付
時
間
（
月
曜
日
～
金
曜
日
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

具
体
的
に
は
、
両
親
・
同
居
親
族
等
が
、
就

労
や
病
気
・
出
産
等
に
よ
り
児
童
の
保
育
が
で

き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
す
。

入
所
説
明
会
日
時

平
成
24
年
４
月
か
ら
入
所
を
希
望
す
る
児
童

を
対
象
と
し
て
行
い
ま
す
。
な
お
、
全
保
育
園

合
同
で
行
い
ま
す
。（
４
月
以
降
の
入
所
を
予

定
し
て
い
る
場
合
も
出
席
く
だ
さ
い
。）

・
日
時
　
11
月
16
日
（
水)

午
後
７
時
30
分
～

・
場
所
　
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
集
会
室

【
託
児
が
あ
り
ま
す
】

入
所
申
込
書
に
つ
い
て

各
保
育
園
、
児
童
館
、
白
樺
高
原
総
合
観
光

セ
ン
タ
ー
、
教
育
委
員
会
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

入
所
説
明
会
々
場
で
お
渡
し
し
ま
す
。

な
お
、
現
在
保
育
園
へ
入
所
し
て
い
る
児
童

は
、申
込
書
を
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

入
所
申
込
期
間
及
び
提
出
先

期
　
間
　
11
月
17
日
（
木
）
～
12
月
12
日(

月)

提
出
先
　
各
保
育
園
、
児
童
館
、

白
樺
高
原
総
合
観
光
セ
ン
タ
ー

教
育
委
員
会
子
育
て
教
育
係

年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で
大
切
に
保
管
を
！

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
や
住
民
税
の

申
告
で
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

こ
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
納
付
し
た

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
義
務
付
け
ら

れ
て
お
り
、
今
年
１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま

で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方

に
は
、
11
月
上
旬
に
控
除
証
明
書
が
日
本
年
金

機
構
本
部
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
所
得
の

年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う
際
に
は
必
ず
こ

の
証
明
書
（
又
は
領
収
証
書
）
を
添
付
し
て
下

さ
い
。

ま
た
、
10
月
１
日
以
降
に
今
年
は
じ
め
て
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
へ
の
証
明
書

の
送
付
は
、
来
年
の
１
月
下
旬
に
な
り
ま
す
の

で
、
年
末
調
整
に
は
領
収
証
書
を
ご
利
用
下
さ

い
。な

お
、
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

さ
れ
た
場
合
も
、
ご
本
人
の
社
会
保
険
料
控
除

 

 

町
か
ら
の
お
知
ら
せ

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

住
民
係

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金

保
険
料
）控
除
証
明
書
」が

発
行
さ
れ
ま
す

平
成
24
年
４
月
か
ら
、
保
育
所
入
所
を
希
望

す
る
児
童
の
入
所
説
明
会
を
次
に
よ
り
行
い
ま

す
。
　
　

入
所
で
き
る
児
童

保
育
所
は
児
童
福
祉
施
設
で
す
の
で
、
昼
間

家
族
で
保
育
で
き
な
い
児
童
が
入
所
す
る
施
設

で
す
。 保

育
所
入
所
希
望
児
童
の

入
所
説
明
会
の
開
催
及
び

申
込
受
付
に
つ
い
て

平成24年度

子
育
て
教
育
係

下
水
道
について
の
お
願
い

下
水
道
係

当
町
で
は
、
家
庭
や
工
場
等
か
ら
出
る
雑
排

水
等
を
そ
の
ま
ま
川
に
流
す
と
、
水
質
の
悪
化

や
悪
臭
の
発
生
の
原
因
と
な
る
こ
と
か
ら
、
自

然
環
境
の
保
護
と
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り
の

た
め
下
水
道
を
整
備
し
ま
し
た
。

下
水
道
へ
の
接
続
を
！

地
域
の
環
境
保
全
の
た
め
、
さ
ら
に
は
き
れ

い
な
水
を
将
来
に
わ
た
り
守
る
た
め
、
公
共
マ

ス
を
設
置
さ
れ
て
い
る
皆
様
に
は
早
期
に
下
水

道
へ
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

ご
注
意
を
お
願
い
し
ま
す
！

最
近
、
下
水
道
施
設
に
異
物
等
が
流
さ
れ
、

下
水
道
施
設
の
機
器
類
に
故
障
が
発
生
し
て
い

ま
す
。

こ
れ
は
、
下
水
道
管
路
で
の
詰
ま
り
の
原
因

と
な
り
、
下
水
道
マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
宅
内
マ
ス

等
で
溢
れ
る
原
因
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
下
水
道
施
設
の
水
処
理
に
お
い
て
悪
影

響
が
あ
り
、
放
流
水
質
に
影
響
が
あ
り
ま
す
。

流
し
て
は
い
け
な
い
も
の

・
水
に
溶
け
な
い
も
の
（
衣
類
、
紙
お

む
つ
、
生
理
用
品
、
ビ
ニ
ー
ル
、
木

片
、
タ
バ
コ
の
吸
殻
）

・
天
ぷ
ら
油
や
サ
ラ
ダ
油
な
ど
の
廃
液

・
生
ゴ
ミ

・
農
薬
、
殺
虫
剤
、
薬
な
ど
の
薬
品

・
ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
等
の
燃
料
や
シ
ン

ナ
ー
な
ど
の
揮
発
性
の
高
い
危
険
物
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11
月
11
日
（
金
）
～
11
月
17
日
（
木
）

テ
ー
マ
「
税
の
役
割
と
税
務
署
の
仕
事
」

～
国
税
庁
の
IT
化
・
国
際
化
へ
の
対
応
及

び
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム

（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
）
の
利
用
促
進
～

お
知
ら
せ

税
を
考
え
る
週
間

平
成
23
年
度
は
、
「
税
の
役
割
と
税
務
署
の

仕
事
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
税
の
役
割
、
適

正
・
公
平
な
課
税
と
徴
収
の
実
現
に
向
け
た
国

税
庁
、
国
税
局
及
び
税
務
署
の
取
組
み
や
Ｉ
Ｔ

化･

国
際
化
に
対
す
る
諸
施
策
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。
ま
た
、｢

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
促
進
」

に
向
け
た
情
報
も
提
供
し
て
い
き
ま
す
。

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
始
め
よ
う
！

国
税
に
関
す
る
各
種
手
続

・
所
得
税
、
法
人
税
、
消
費
税
、
酒
税
及
び
印

紙
税
の
申
告

・
全
税
目
の
納
税

・
申
請
・
届
出
等

が
、
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
通
じ
て
行
え
ま
す
。

国
税
庁
へ
の
要
望
等
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
税
の
役
割
と
税

務
署
の
仕
事
」
紹
介
コ
ン
テ
ン
ツ
に
、
広
く
国

民
の
皆
様
か
ら
「
国
税
庁
に
対
す
る
要
望
」
等

を
お
聴
き
す
る
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
窓
口
を
開

設
し
ま
す
。

【
税
に
関
す
る
情
報
は
】

http://w
w
w
.nta.go.jp

【
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に
関
す
る
情
報
は
】

http://w
w
w
.e-tax.nta.go.jp

【
操
作
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
】

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

電
話
　
０
５
７
０
‐
０
１
５
９
０
１

平
成
24
年
度
訓
練
生
募
集

佐
久
高
等
職
業
訓
練
校
で
は
、
平
成
24
年
度

訓
練
生
を
募
集
し
ま
す
。

普
通
課
程

募
集
科
（
訓
練
期
間
・
授
業
日
数
）

・
木
造
建
築
科
　
　
（
３
年
・
週
１
日
）

・
木
　
工
　
科
　
　
（
３
年
・
週
１
～
２
日
）

・
左
官
・
タ
イ
ル
科
（
３
年
・
週
１
日
）

・
建
築
塗
装
科
　
　
（
２
年
・
週
１
日
）

・
配
　
管
　
科
　
　
（
１
年
・
週
２
～
３
日
）

授
業
料
（
年
間
）

６
万
５
０
０
０
円
～
12
万
４
０
０
０
円

（
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

※
他
に
教
科
書
代
は
実
費
負
担
と
な
り
ま
す

ま
た
、
佐
久
職
業
訓
練
協
会
員
及
び
雇
用
保

険
加
入
者
と
建
設
労
災
加
入
者
、
未
加
入
者
に

よ
り
授
業
料
は
異
な
り
ま
す

入
校
資
格

募
集
科
の
職
種
に
従
事
し
て
お
り
、
雇
用
主

よ
り
派
遣
さ
れ
る
者

配
管
科
は
、
高
等
学
校
卒
業
以
上
の
学
歴
を

要
し
ま
す

短
期
課
程

募
集
科

11
月
は
、労
働
保
険

適
用
促
進
強
化
期
間

労
働
保
険
は
、
労
災
保
険
と
雇
用
保
険
の
総

称
で
、
国
の
強
制
保
険
制
度
で
す
。

事
業
主
は
、
社
員･

嘱
託
・
ア
ル
バ
イ
ト
等

労
働
者
を
一
人
で
も
雇
用
し
て
い
れ
ば
、
労
働

保
険
の
加
入
手
続
が
必
要
で
す
。

労
働
保
険
の
適
用
事
業
所
数
は
、
厳
し
い
経

済
情
勢
の
影
響
も
あ
り
、
依
然
と
し
て
相
当
数

の
未
手
続
事
業
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
未
手
続
事
業
所
の
解
消
は
、
①
労
働
保

険
制
度
の
健
全
な
運
営
、②
費
用
の
公
平
負
担
、

③
労
働
者
の
福
祉
の
向
上
の
観
点
か
ら
極
め
て

重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
一
層
の
適
用
促

進
に
取
り
組
み
、
未
手
続
事
業
の
解
消
を
図
る

た
め
「
未
手
続
事
業
一
掃
対
策
」
を
推
進
し
て

い
ま
す
。

年
間
を
通
じ
た
啓
発
を
図
る
と
と
も
に
11
月

を
「
労
働
保
険
適
用
促
進
強
化
期
間
」
と
定
め
、

未
手
続
事
業
の
一
掃
を
主
要
課
題
と
位
置
付
け

て
、
長
野
労
働
局
・
労
働
基
準
監
督
署
及
び
公

共
職
業
安
定
所
に
よ
る
未
手
続
事
業
へ
の
訪
問

指
導
、
自
主
的
に
加
入
手
続
を
と
ら
な
い
事
業

主
に
対
し
て
強
制
加
入
に
向
け
た
事
前
調
査
等

に
よ
る
保
険
加
入
指
導
を
行
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先

小
諸
労
働
基
準
監
督
署

電
話
　
０
２
６
７
（
22
）
１
７
６
０

佐
久
公
共
職
業
安
定
所

電
話
　
０
２
６
７
（
62
）
８
６
０
９

電
子
計
算
機
科

コ
ー
ス
（
訓
練
期
間
・
授
業
数
）

建
築
Ｃ
Ａ
Ｄ
（
３
ヵ
月
・
週
２
回
）

配
管
Ｃ
Ａ
Ｄ
（
３
ヵ
月
・
週
２
回
）

Ｐ
Ｃ
入
門
　
（
６
ヵ
月
・
週
２
回
）

授
業
料

Ｃ
Ａ
Ｄ
　
　
５
万
２
５
０
０
円

Ｐ
Ｃ
入
門
　
10
万
５
０
０
０
円

入
校
資
格

・
中
小
企
業
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者

・
学
卒
未
就
職
者
等
で
職
業
能
力
開
発
形
成
機

会
が
十
分
で
な
い
者

・
45
歳
以
上
の
中
高
年
齢
者

・
出
産
、
育
児
等
を
終
え
て
就
職
復
帰
を
希
望

す
る
者

・
定
年
退
職
者

ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
講
座

自
宅
の
庭
や
ベ
ラ
ン
ダ
を
四
季
折
々
の
草
花

や
樹
木
で
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
み
ま
せ
ん

か
！ど

な
た
で
も
受
講
で
き
ま
す

講
座
期
間

平
成
24
年
５
月
～
12
月
ま
で
12
回

授
業
料
　
３
万
円

募
集
定
員

全
て
の
課
程
・
講
座
　
10
名

（
最
小
開
講
数
５
名
）

募
集
期
間

10
月
３
日
（
月
）
～
11
月
25
日
（
金
）

申
込
・
お
問
い
合
わ
せ
先

長
野
県
認
定
佐
久
高
等
職
業
訓
練
校

電
話
　
０
２
６
７
（
62
）
２
２
７
６
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野
外
で
廃
棄
物
を
焼
却
す
る
「
野
焼
き
」
に

つ
い
て
は
、
法
律
の
定
め
に
よ
り
原
則
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
農
業
を
営
む
た
め
に
や
む
を

得
な
い
焼
却（
稲
わ
ら
・
下
草
・
土
手
焼
き
等
、

な
お
、
マ
ル
チ
等
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
や
一
般

ゴ
ミ
は
除
か
れ
ま
す
）
に
つ
い
て
は
、
例
外
規

定
に
よ
り
対
象
外
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
場
合
で
も
周
辺
住
民
の
生
活

環
境
等
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
行
う
こ

と
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
次
の
こ
と
に
ご

配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
稲
わ
ら
等
の
畜
産
飼
料
・
敷
料
と
し
て
使
用

可
能
な
も
の
は
、
で
き
る
限
り
利
用
し
て
く

だ
さ
い

・
焼
却
は
必
要
最
小
限
の
規
模
と
し
、
一
斉
焼

却
を
避
け
、
分
散
し
た
焼
却
を
行
っ
て
く
だ

さ
い

・
焼
却
す
る
場
合
は
、
よ
く
乾
燥
さ
せ
、
煙
が

極
力
出
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
風
向

き
等
を
考
慮
し
、
生
活
環
境
へ
の
影
響
に
配

慮
し
て
く
だ
さ
い

ま
た
、
残
茎
の
堆
肥
化
等
に
つ
い
て
は
、
現

在
の
と
こ
ろ
控
え
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。（
農
林
水
産
省
の
指
示
に
よ
り
）

お
問
い
合
わ
せ
先

佐
久
地
方
事
務
所
農
政
課
農
村
振
興
係

電
話
　
０
２
６
７
（
63
）
３
１
４
７

か
い
け
つ
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て

http://w
w
w
.m

oj.go.jp/K
A
N
B
O
U
/

A
D
R
/index.htm

l

長
野
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

http://nlb.or.jp/

あ
っ
せ
ん
と
は
…

原
則
と
し
て
、
公
益
委
員
（
大
学
教
授
・
弁

護
士
な
ど
）、
労
働
者
委
員
（
労
働
組
合
役
員
）、

使
用
者
委
員
（
企
業
経
営
者
、
使
用
者
団
体
役

員
）、
事
務
局
職
員
の
４
者
で
構
成
す
る
あ
っ

せ
ん
員
が
、
労
使
双
方
の
主
張
を
確
か
め
、
場

合
に
よ
っ
て
は
あ
っ
せ
ん
案
を
示
し
な
が
ら
、

労
使
双
方
に
働
き
か
け
、
紛
争
の
自
主
的
解
決

を
援
助
す
る
制
度
で
す
。

あ
っ
せ
ん
の
実
施
場
所
は
…

県
下
４
か
所
の
労
政
事
務
所
（
長
野
・
松

本
・
上
田
・
伊
那
合
同
庁
舎
内
）
で
申
請
を
お

受
け
し
、
お
近
く
の
地
方
事
務
所
の
所
在
地
等

で
行
い
ま
す
。

※
「
労
働
委
員
会
」
と
は
、
労
働
組
合
法
の
規

定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
、
公
正
な
立
場
で
労

働
者
と
使
用
者
間
で
の
紛
争
を
迅
速
・
円
満

に
解
決
す
る
専
門
的
で
独
立
の
権
限
を
持
っ

た
機
関
で
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先

長
野
県
労
働
委
員
会
事
務
局

（
長
野
県
庁
８
階
）

電
話
　
０
２
６
（
２
３
５
）
７
４
６
８

Ｅ
メ
ー
ル
　roi@

pref.nagano.lg.jp

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.pref.nagano.lg.jp/roi

/kashokai.htm

「
野
焼
き
」に
つ
い
て

土
地
の
境
界
で
お
悩
み
の
方
へ

土
地
家
屋
調
査
士
の
行
う

無
料
相
談
会
の
開
催
について

皆
さ
ん
の
と
て
も
身
近
な
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因

が
土
地
の
境
界
や
建
物
に
関
す
る
も
の
で
す
。

長
野
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
で
は
、
身
近
な

ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
無
料
相
談
会
を
計
画
し
ま

し
た
。

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時
　
11
月
28
日
（
月
）

午
後
１
時
～
午
後
４
時
（
受
付
）

午
後
４
時
30
分
終
了

場
所
　
佐
久
勤
労
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

第
三
会
議
室

相
談
時
間
　
１
件
30
分

相
談
を
受
け
付
け
る
内
容

・
土
地
の
境
界
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
の
悩
み

・
土
地
建
物
に
関
す
る
登
記
等
の
こ
と

※
当
日
は
混
雑
も
予
想
さ
れ
、
会
場
で
お
待
ち

い
た
だ
く
場
合
も
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
予

め
ご
予
約
い
た
だ
き
、
お
越
し
く
だ
さ
る
こ

と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

ご
予
約
は
、

長
野
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
事
務
局
ま
で

電
話
　
０
２
６
（
２
３
２
）
４
５
６
６

受
付
時
間
　
午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時

（
正
午
か
ら
午
後
１
時
を
除
く
）

職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
で

お
困
り
の
労
働
者
・

事
業
主
の
皆
様
へ

長
野
県
労
働
委
員
会
は
、
労
働
者
個
人
と
事

業
主
間
の
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
た
め
の
「
あ

っ
せ
ん
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

手
続
は
簡
単･

無
料
で
、
労
使
双
方
が
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。（
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
）

ト
ラ
ブ
ル
の
例
…

・
会
社
か
ら
納
得
で
き
な
い
理
由
で
突
然
解
雇

（
リ
ス
ト
ラ
）
さ
れ
た

・
パ
ー
ト
で
働
い
て
い
る
が
、
何
の
説
明
も
な

く
時
給
を
下
げ
ら
れ
た

・
配
転
命
令
を
出
し
た
が
、
従
業
員
に
納
得
し

て
も
ら
え
な
い
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佐
久
公
共
職
業
安
定
所
で
は
、
一
般
の
方
、

障
害
者
の
方
、
来
春
卒
業
予
定
の
学
生
さ
ん
を

対
象
と
し
た
就
職
面
接
会
を
開
催
い
た
し
ま

す
。

日
時
　
11
月
11
日
（
金
）

午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時

場
所
　
佐
久
一
萬
里
温
泉

ホ
テ
ル
ゴ
ー
ル
デ
ン
セ
ン
チ
ュ
リ
ー

佐
久
市
中
込
３
１
５
０
‐
１

電
話
　
０
２
６
７
（
63
）
３
３
５
５

お
仕
事
を
お
探
し
の
方
な
ら
、
ど
な
た
で
も

自
由
に
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

当
日
は
、
佐
久
・
小
諸
地
区
の
多
く
の
企
業

の
人
事
担
当
と
直
接
面
接
が
で
き
ま
す
。

参
加
企
業
の
「
企
業
案
内
」、「
求
人
情
報
」

等
各
種
資
料
を
配
布
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
佐
久

電
話
　
０
２
６
７
（
62
）
８
６
０
９

佐
久・小
諸
地
区
合
同

就
職
面
接
会
開
催
の

 お
知
ら
せ

税務署では、青色申告をされている個人の方を対象
に、青色決算書の作成方法や作成に当たっての注意点
などについて、下記のとおり説明会を開催いたします。

説明会で使用する資料は、当日会場で配布し、講師
は税務署職員（又は税務署が依頼した税理士）が行い

ます。
なお、営業所得関係につきまして立科町は12月5日

（月）を指定されていますが、対象日以外の会場にも
ご出席いただけます。

平成２３年分 青色申告決算等説明会のお知らせ

開催月日 時間 会場 対象地区
11月30日（水）

午後2時
�4時

佐久穂町商工会本所（佐久穂町高野町561-1） 佐久穂町
12月  1日（木） 川上村商工会館（川上村大深山542） 川上村･南牧村

2日（金） 臼田町商工会館（佐久市臼田2207-1） 佐久市（臼田地区）
5日（月） 佐久市望月商工会館（佐久市望月195-1） 立科町･佐久市（望月地区･浅科地区）
6日（火） 軽井沢町商工会館（軽井沢町中軽井沢9-3） 軽井沢町
7日（水） 小海町公民館（小海町小海4218-2） 小海町･南相木村･北相木村
8日（木） 小諸商工会議所（小諸市相生町3-3-3） 小諸市･御代田町

12日（月） 佐久勤労者福祉センター（佐久市佐久平駅南4-1） 佐久市（佐久地区）

１ 営業等所得関係

開催月日 時間 会場 対象地区

11月29日（火）
午後2時

�4時
佐久市　浅間会館（佐久市岩村田543) 全市町村

２ 農業所得関係

【お問い合わせ先】　佐久税務署（担当部門：個人課税第一部門） 電話　0267-67-3460（代表）



気温 降水量 降水量
（1月からの合計） 日照時間平均気温 最高極日 最低極日

今年 19.2℃ 31.9℃／10 日 4.2℃／24 日 202.0mm 992.5mm 183.6時間
最近10年間の平均 19.0℃ 33.3℃／10 年 4.2℃／11 年 137.5mm 832.8mm 159.3時間

■立科町のデータ 9月

10月1日現在 （ ）内は前月比 9月1日〜9月30日

人口 7,861（-19） 出生 4

男 3,869（-7） 死亡 8

女 3,992（-12） 転入 13

世帯数 2,789（-2） 転出 24

■ 人口

■ 犯罪件数 （ ）内は1月からの合計　※確定数字ではないので、今後変動する場合もあります。
犯罪発生状況

（窃盗）
空き巣

忍び込み
事務所学校

荒らし 車上狙い 自動販売機
荒らし 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 脱衣場狙い その他

佐久警察署
管内 1 8 12 1 4 3 23 1 38

立科町 2
（6）

1
（2） （1）

1
（2） （2） （4） （18）

■ 立科町の気象　（9 月 1日〜30 日）

種別 9 月中火災件数 焼損面積 1月からの合計
建物火災 0 0㎡ 5
車両火災 0 0㎡ 0
林野火災 0 0㎡ 0
その他火災 0 0㎡ 3

合計 0 0㎡ 8

■ 火災

■ 救急
種別 9 月中救急出動件数 1月からの合計
急病 18 168

交通事故 2 16
一般負傷 11 73
その他 1 21
合計 32 278
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日　時　11 月 30 日(水) 午前 10 時 30 分〜
場　所　中央公民館　視聴覚室
対　象　0 歳児〜
テーマ  「とべばった」

乳幼児のためのおはなし会
〜「ちゅうりっぷの会」による〜

お知らせ

中央公民館図書室／有線 4000

新着図書

ヨーロッパの小国・アンドラで殺人事件発生。外務省邦人保
護の担当の黒田は現地に向かい、ひと
りの日本女性と出会う。彼女は何者な
のか。ふくれあがる疑念とともに、黒
田にも危険が迫る。

「子どもに食べさせたいおやつ」
おかあさんの輪（著） 暮らしの手帖社（出版）
子育て真っ最中のお母さん40数人が考え工夫し、実際に作

ったおやつを、わかりやすいレシピと写真で紹介！
甘さひかえめ、アレルギーを考えた全89種。

150万部突破のベストセラー「く
じけないで」に続くトヨさんの待望の
第二詩集。

「アンダルシア」

「百歳」

「絵本 マボロシの鳥」
太田光の短編小説集「マボロシの鳥」の表題作を、藤城清治

が絵本化したコラボレーション作品。
大人にも感動を与える一冊です！

「コクリコ坂から」
東京オリンピックを翌年にひかえた1963年。横浜のとあ

る高校で、由緒ある建物をめぐって紛争がおきていた。その騒
ぎのなかで、海と俊は出会う…
映画「コクリコ坂から」のアニメ絵本。

資料の貸し出しはお一人様4冊まで、2週間となっており
ます。ほとんどの方に期限内にご返却いただいていますが、
著しく期限を過ぎている方には、電話連絡などで催促させて
いただきます。

図書室の資料は、町の大切な財産です。期限を守っていた
だき、他の利用者のご迷惑にならないようご理解とご協力を
お願いいたします。

なお、時間外（公民館は開館時）は、図書室前の返却ボッ
クスをご利用ください。

宮崎 駿（企画・脚本） 丹羽 圭子（脚本）
徳間書店（出版）

藤城清治（影絵） 太田　光（文）
講談社（出版）

柴田 トヨ（著）
飛鳥新社（出版）

真保 裕一（著） 講談社（出版）

■お願い 返却期限をお守りください！
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20 日（日）小岩井整形外科 小諸市 0267-26-6788
桜井クリニック 小諸市 0267-26-1188
栁澤医院 立科町 0267-56-1045
御代田中央記念病院 御代田町 0267-32-4711

23 日（水）高橋内科医院 小諸市 0267-23-8110
由井医院 小諸市 0267-22-0327
岡田医院 佐久市望月 0267-53-2123

27 日（日）小諸南城クリニック 小諸市 0267-26-5222
鈴木医院 小諸市 0267-26-1212
国保浅科診療所 佐久市浅科 0267-58-2100
御代田中央記念病院 御代田町 0267-32-4711

12 月
4 日（日）市川医院 小諸市 0267-25-1200

佐々木医院 小諸市 0267-22-0503
御代田中央記念病院 御代田町 0267-32-4711
みまき温泉診療所 東御市北御牧 0268-61-6002

11 日（日）須江医院 小諸市 0267-22-2060
臼田医院 小諸市 0267-22-0483
中島医院 東御市北御牧 0268-67-2777

18 日（日）田村医院 小諸市 0267-22-0048
小諸病院 小諸市 0267-22-0250
御代田中央記念病院 御代田町 0267-32-4711

緊急当番医については、予告なく変更する場合がありますので、有線放送、新聞又は当番医に直接確認の上、受診してください。
休日・夜間における医療機関等の情報提供　フリーダイヤル 0120-890-421

◆医科〈午前9時〜午後5時〉
20 日（日） 聖清会林歯科診療所 御代田町 0267-32-3613

23 日（水）藤巻歯科医院 小諸市 0267-23-6411

27 日（日）高橋歯科医院 小諸市 0267-23-2723

12 月
4 日（日）コスモス歯科 御代田町 0267-31-2284

11 日（日）おおつか歯科医院 小諸市 0267-24-6480

18 日（日）山浦歯科医院 立科町 0267-56-1140

◆歯科〈午前9時〜正午〉

月町民カレンダー
11
月
の
納
期

固定資産税（第４期）
国民健康保険税（第６期）
介護保険料：普通徴収（第８期）
後期高齢者医療保険料（第５期）

休 日 緊　急 当 番 医

行事予定 保　　健
11月9〜15日 秋の全国火災予防運動

17日（木） ２歳児おひさま広場（１回目）：Ｈ21.５月〜10月生

22日（火） 千草保育園（公開保育）
25日（金） 三葉保育園　誕生会・避難訓練（公開保育） すくすく教室　Ｈ２３．４月生〜５月生

12月3日（土） 第34回人権を考える町民大会
6日（火） ２歳児おひさま広場（２回目）：Ｈ21.5月〜10月生
8日（木） 千草保育園　お餅つき（公開保育） 赤ちゃん相談室：Ｈ23.9月生

11〜31日 年末の交通安全運動
13日（火） 冬山開き（予定）

15日（木）
スキー場オープン（予定）
若草保育園　お餅つき（公開保育）
三葉保育園　お餅つき（公開保育）

■ハートフルケア たてしな 電話 56-1955 有線 4501
■白樺高原総合観光センター 電話 55-6201
■中央公民館（事務室） 電話 56-2311 有線 4000
■たてしな人権センター 電話 56-0059 有線 5936
■こども未来館（児童館） 電話 56-0248 有線 8888

■老人福祉センター 電話 56-1825 有線 4091
■立科町体育センター 電話 56-3373 有線 3008
■たてしなの里「権現の湯」 電話 56-0606 有線 4126
■ふるさと交流館「芦田宿」 有線 4050
■立科町交流促進センター 電話 51-4151 有線 4200

【お問い合わせは】立科町役場　電話 56-2311　FAX 56-2310　有線2311

11
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便り白樺高原

12月14日まで白樺高原総合観光センターまたはスキー
場ホームページにて前売りシーズン券の販売をしていま
す。ご購入いただいた方に今年もさまざまな特典をご用
意します。また、「２in１お楽しみ抽選会」＆国際スキー
場での「グッチョイスおらほ～！！」の応募用紙も同時
にお渡ししますので、どしどしご応募ください。

《NEW》シーズン券アライアンス開始!!
国際＆2in1共通シーズン券とスノーボードシーズン券を

ご購入いただいたお客様はピラタス蓼科・白樺湖ロイヤル
ヒル・エコーバレー・ブランシュたかやま・車山高原の各ス
キー場一日券が1,000円で購入できます。

利用方法は、各スキー場のチケット売場でシーズン券を
一時お預かりし、１，０００円と引き換えに１日券をお渡ししま
す。お帰りの際には１日券とシーズン券を再度引き換えて
いただきますのでお忘れのないようにお願いします。

白樺高原総合観光センター/電話55-6201

大　人………………… 2,500円（要住所証明）
高校生………………… 1,200円（要学生証）
中学生以下（平日）… 無料
（土・日・祝日・12/29〜1/5）…800円

販売窓口
白樺高原総合観光センター1階
電話　0267（55）6201

町民優待サービス
12月15日（木）から12月22日（木）まで

1日滑り放題で大人2,000円、小人1,000円
の割引料金でご利用いただけます。

さらに期間中リフト１日券購入者に次回20％割引
券をプレゼントします。

シーズン券前売りのご案内

シーズン券料金

オープニングサービス

そのほか多彩なイベントやサービスデー
をご用意して、皆様のご来場をお待ちし
ております。

●白樺高原国際スキー場＆しらかば2in1スキー場共通
大　人　38,000円
小　人　25,000円（中学生未満）
シニア　30,000円（55歳以上）

※町内中学生以下の皆様には、特別割引シーズン券の
ご案内をします。

●スノーボード専用シーズン券（しらかば２in１スキー場のみ）
大　人　35,000円
小　人　23,000円（中学生未満）

※町内中学生以下の皆様に、特別割引シーズン券の
ご案内をします。

●王国シーズンパスポート（６スキー場共通券）
40,000円 ※シーズン券アライアンス対象外
・白樺高原国際スキー場 ・しらかば２in１スキー場
・八千穂高原スキー場 ・小海リエックススキー場
・シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
・伊那スキーリゾート　

12月15日（木）にオープン予定！

 
 

 

2011-12

色鮮やかな紅葉シーズンも終わり、いよいよウィ
ンターシーズンの到来を待つばかりとなりました。
当町の白樺高原国際スキー場・しらかば２in１スキ

ー場は毎年大勢のスキーヤー・スノーボーダーにご
来場いただいており、今シーズンは12月15日（木）の
オープンを予定しています。

白樺高原国際スキー場は、スキーヤーオンリーで
ファミリーやシニアの皆さんが存分に楽しめるスキ
ー場です。キッズファンタジーワールドでは「動く歩
道」で小さなお子様でも安心してスキーを楽しめま
す。蓼科牧場ゴンドラリフトを利用すると一気に頂
上まで、北アルプス連邦の絶景を見ながら、1,300ｍ
の心地よいロングコースを満喫できます。

しらかば２in１スキー場は、スノーボード全面滑走
ＯＫ！スノーパークは、さまざまなパフォーマンスを
見せてくれる若者たちで人気のスキー場です。
多彩なコースレイアウトのゲレンデなので、初心者
から上級者まで存分に楽しむことができ、コース頂
上からの蓼科山や八ヶ岳連峰の眺望は最高です。

ホームページアドレス
白樺高原国際スキー場　http://www.shirakaba-ski.jp/
しらかば２in１スキー場　http://www.2in1.jp/
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NEWS
立科町の輝くニュース

フラッシュ
★★

★

第３５回
女神湖歩け歩け大会開催

10月9（日）、権現山運動場（20㎞）及び陣内森林公園
（10㎞）をスタート地点に、女神湖のゴール目指して292
人もの参加者を迎えて開催しました。

元気な小学生や仲良し親子・友人等が秋空の下、少しず
つ色づき始めた紅葉等を楽しみながら歩きました。

スポーツ少年団町長旗杯
軟式野球大会開催

9月19日（月）、権現山運動公園において、近隣市町村か
ら16チームが参加して開催されました。

晴天に恵まれて残暑厳しい中でしたが、元気いっぱいの
プレーで頑張りました。
立科町スポーツ少年団は、第３位でした。

震災復興義援金寄せられる
10月4日（火）、竹花立科町商工会長からプレミアム付

きたてしな商品券の販売により寄せられた義援金が届け
られました。

多くの皆さんのご理解により、販売わずか２週間で完
売。町外の皆さんも購入されているとのことで、町内の
活性化も期待されます。

３保育園の運動会が開催
秋空に恵まれて、町内３保育園の運動会が多くの皆さ

んに見守られる中で開催されました。
園児の元気な姿に、和やかな声援が響いていました。

（千草保育園）

（若草保育園） （三葉保育園）
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